
 

 

 労働審判委員会は 

 ① 労働審判官（裁判官） 1 名 

 ② 労働審判員（労働者側）1 名 

 ③ 労働審判員（使用者側）1 名 

の合計 3 名により構成されます。 

弁護士法人四谷麹町法律事務所 

代表弁護士 藤田 進太郎 

 

Ｑ422．労働審判委員会は何人で構成されますか。 


